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【手続補正書】
【提出日】平成28年2月29日(2016.2.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行車体（２）の後部に昇降リンク装置（３）を設け、該昇降リンク装置（３）を昇降
させる昇降油圧シリンダ（４６）を設け、該昇降リンク装置（３）に作業装置（４）を設
けた作業車両において、
　該昇降油圧シリンダ（４６）への送油量を調整する電磁バルブ（８３）を設け、前記昇
降リンク装置（３）の昇降位置を検知する昇降位置検知部材（９２）を設け、該昇降リン
ク装置（３）が所定位置まで上昇したことを該昇降位置検知部材（９２）が検知すると、
前記電磁バルブ（８３）から昇降油圧シリンダ（４６）への送油量を減少させて前記作業
装置（４）の上昇速度を減速させる制御装置（１００）を設けたことを特徴とする作業車
両。
【請求項２】
　前記前記走行車体（２）にエンジン（２０）を設け、該エンジン（２０）からの動力を
伝達して前記走行車体（２）を走行駆動させる油圧式無段変速装置（２３）を設け、該油
圧式無段変速装置（２３）を操作する走行操作部材（１７）を設け、該走行操作部材（１
７）の操作に連動して該エンジン（２０）の回転数を増減させる自動アクセル機構（Ｅ）
を設け、該自動アクセル機構（Ｅ）に優先して前記エンジン（２０）の回転数を変更する
回転数切替部材（９３）を設けたことを特徴とする請求項１に記載の作業車両。
【請求項３】
　前記制御装置（１００）は、前記回転数切替部材（９３）を高回転数側に操作すると、
前記エンジン（２０）の回転数が高くなる構成とすると共に、
　前記走行操作部材（１７）を最高速位置まで操作したときは、前記回転数切替部材（９
３）の操作位置に関係なく前記エンジン（２０）の回転数を前記自動アクセル機構（Ｅ）
に基づく回転数にする構成とすることを特徴とする請求項２に記載の作業車両。
【請求項４】
　前記走行車体（２）にエンジン（２０）を設け、該エンジン（２０）からの動力を伝達
して前記走行車体（２）を走行駆動させる油圧式無段変速装置（２３）を設け、該油圧式
無段変速装置（２３）を操作する走行操作部材（１７）を設け、該走行操作部材（１７）
の操作位置を検知する操作検知部材（９５）を設け、
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　前記走行車体（２）の走行速度を検知する速度検知部材（９６）を設け、
　前記制御装置（１００）は、前記走行検知部材（９５）が走行操作部材（１７）の前進
操作または後進操作を検知した状態でありながら、前記速度検知部材（９６）が走行停止
状態を検知するときは、前記電磁バルブ（８３）から前記昇降油圧シリンダ（４６）への
送油量を減少させ、前記油圧式無段変速装置（２３）への送油量を増加させる構成とする
ことを特徴とする請求項１から３に記載の作業車両。
【請求項５】
　前記前記走行車体（２）にエンジン（２０）を設け、該エンジン（２０）からの動力を
伝達して前記走行車体（２）を走行駆動させる油圧式無段変速装置（２３）を設け、該油
圧式無段変速装置（２３）を操作する走行操作部材（１７）を設け、
　該走行操作部材（１７）の後進操作に連動して前記作業装置（４）を上昇させる自動昇
降機構（Ｃ）を備え、
　前記作業装置（４）の下部に接地部材（５５）を設け、該接地部材（５５）の上下方向
の角度を検知する傾斜角検知部材（９０）を設け、
　前記制御装置（１００）は、該傾斜角検知部材（９０）が接地部材（５５）の接地状態
を検知しているときに前記自動操作機構（Ｃ）が作動すると、前記電磁バルブ（８３）か
ら前記昇降油圧シリンダ（４６）への送油量を増加させる構成とすることを特徴とする請
求項１から３のいずれか１項に記載の作業車両。
【請求項６】
　前記走行操作部材（１７）の操作位置を検知する操作検知部材（９５）を設け、
　前記走行車体（２）の走行の動力を伝達する油圧式無段変速装置（２３）を設け、該油
圧式無段変速装置（２３）を前記操作検知部材（９５）が検知する前記走行操作部材（１
７）の操作位置に合わせて操作する構成とし、
　前記傾斜角検知部材（９０）が接地部材（５５）の接地状態を検知しているとき、前記
制御装置（１００）は、前記走行操作部材（１７）を後進側に操作しても前記油圧式無段
変速装置（２３）から動力を出力させない構成とすることを特徴とする請求項５に記載の
作業車両。
【請求項７】
　前記作業装置（４）を昇降させるとき、前記制御装置（１００）は、前記電磁バルブ（
８３）の開度を変更する電流値を時間経過に伴って上昇させて、前記作業装置（４）の昇
降速度を制御する構成とすることを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の作
業車両。
【請求項８】
　前記作業装置（４）の下部に接地部材（５５）を設け、該接地部材（５５）の上下方向
の角度を検知する傾斜角検知部材（９０）を設け、
　該傾斜角検知部材（９０）が検知する前記接地部材（５５）の角度が所定角度より上向
きの角度であるとき、前記制御装置（１００）は、前記電磁バルブ（８３）の開度を大き
く変更する構成とすることを特徴とする請求項７に記載の作業車両。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】作業車両
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圃場に苗を植え付ける植付装置を備えた苗移植機などの作業車両に関するも
のである。
【背景技術】
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【０００２】
　下記特許文献１に記載された苗移植機は、植付作業時には苗植付部の下部にフロートを
設置し、このフロートで圃場面を均らすと共に、圃場の凹凸を検知して苗植付部を昇降さ
せ、苗の植付深さを一定にする構成としている。
【０００３】
　また、下記特許文献２に記載された苗移植機は、油圧バルブの開度を変更することによ
り、苗植付部を昇降させる昇降油圧シリンダを伸縮させる構成としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１０６５６６号公報
【特許文献２】特開２０１２－　８５６１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１に記載された苗移植機では、後進操作時には、苗植付部が上昇し始める
と同時に走行車体の後進が始まるので、フロートが圃場面から離間するまでにフロートが
圃場面に潜り込み、圃場に大きな凹凸が形成され、苗の植付深さが乱れる問題がある。ま
た、フロートには肥料などの粒状体を圃場に供給する粒状体供給装置から供給される粒状
体排出口が設けられているが、フロートが接地したまま後進すると、この粒状体排出口に
泥土が進入してしまい、粒状体が圃場に供給されなくなる問題がある。
【０００６】
　特許文献２に記載された苗移植機では、苗植付部の昇降は油圧バルブの開度制御で行わ
れるが、油圧バルブの開度制御は、開度を切り替える信号が出てから開度が切り替わるま
でのタイムラグが生じやすく、苗植付部の昇降タイミングが必要なタイミングよりも遅れ
、苗の植付深さが深くなり過ぎたり、フロートが圃場面に潜り込んでしまう問題がある。
【０００７】
　本発明の課題は、後進操作をしても、フロートが圃場面から離間しない間に走行車体の
後進が始まらないようにした作業車両を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の上記課題は次の解決手段により解決される。
　請求項１記載の発明は、走行車体（２）の後部に昇降リンク装置（３）を設け、該昇降
リンク装置（３）を昇降させる昇降油圧シリンダ（４６）を設け、該昇降リンク装置（３
）に作業装置（４）を設けた作業車両において、該昇降油圧シリンダ（４６）への送油量
を調整する電磁バルブ（８３）を設け、前記昇降リンク装置（３）の昇降位置を検知する
昇降位置検知部材（９２）を設け、該昇降リンク装置（３）が所定位置まで上昇したこと
を該昇降位置検知部材（９２）が検知すると、前記電磁バルブ（８３）から昇降油圧シリ
ンダ（４６）への送油量を減少させて前記作業装置（４）の上昇速度を減速させる制御装
置（１００）を設けたことを特徴とする作業車両である。
【０００９】
　請求項２記載の発明は、前記走行車体（２）にエンジン（２０）を設け、該エンジン（
２０）からの動力を伝達して前記走行車体（２）を走行駆動させる油圧式無段変速装置（
２３）を設け、該油圧式無段変速装置（２３）を操作する走行操作部材（１７）を設け、
該走行操作部材（１７）の操作に連動して該エンジン（２０）の回転数を増減させる自動
アクセル機構（Ｅ）を設け、該自動アクセル機構（Ｅ）に優先して前記エンジン（２０）
の回転数を変更する回転数切替部材（９３）を設けたことを特徴とする請求項１に記載の
作業車両である。
【００１０】
　請求項３記載の発明は、前記制御装置（１００）は、前記回転数切替部材（９３）を高
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回転数側に操作すると、前記エンジン（２０）の回転数が高くなる構成とすると共に、前
記走行操作部材（１７）を最高速位置まで操作したときは、前記回転数切替部材（９３）
の操作位置に関係なく前記エンジン（２０）の回転数を前記自動アクセル機構（Ｅ）に基
づく回転数にする構成とすることを特徴とする請求項２に記載の作業車両である。
【００１１】
　請求項４記載の発明は、前記走行車体（２）にエンジン（２０）を設け、該エンジン（
２０）からの動力を伝達して前記走行車体（２）を走行駆動させる油圧式無段変速装置（
２３）を設け、該油圧式無段変速装置（２３）を操作する走行操作部材（１７）を設け、
該走行操作部材（１７）の後進操作に連動して前記作業装置（４）を上昇させる自動昇降
機構（Ｃ）を備え、前記作業装置（４）の下部に接地部材（５５）を設け、該接地部材（
５５）の上下方向の角度を検知する傾斜角検知部材（９０）を設け、前記制御装置（１０
０）は、該傾斜角検知部材（９０）が接地部材（５５）の接地状態を検知しているときに
前記自動操作機構（Ｃ）が作動すると、前記電磁バルブ（８３）から前記昇降油圧シリン
ダ（４６）への送油量を増加させる構成とすることを特徴とする請求項１から３のいずれ
か１項に記載の作業車両である。
【００１２】
　請求項５記載の発明は、前記走行車体（２）にエンジン（２０）を設け、該エンジン（
２０）からの動力を伝達して前記走行車体（２）を走行駆動させる油圧式無段変速装置（
２３）を設け、該油圧式無段変速装置（２３）を操作する走行操作部材（１７）を設け、
該走行操作部材（１７）の後進操作に連動して前記作業装置（４）を上昇させる自動昇降
機構（Ｃ）を備え、前記作業装置（４）の下部に接地部材（５５）を設け、該接地部材（
５５）の上下方向の角度を検知する傾斜角検知部材（９０）を設け、前記制御装置（１０
０）は、該傾斜角検知部材（９０）が接地部材（５５）の接地状態を検知しているときに
前記自動操作機構（Ｃ）が作動すると、前記電磁バルブ（８３）から前記昇降油圧シリン
ダ（４６）への送油量を増加させる構成とすることを特徴とする請求項１から３のいずれ
か１項に記載の作業車両である。
【００１３】
　請求項６記載の発明は、前記走行操作部材（１７）の操作位置を検知する操作検知部材
（９５）を設け、前記走行車体（２）の走行の動力を伝達する油圧式無段変速装置（２３
）を設け、該油圧式無段変速装置（２３）を前記操作検知部材（９５）が検知する前記走
行操作部材（１７）の操作位置に合わせて操作する構成とし、前記傾斜角検知部材（９０
）が接地部材（５５）の接地状態を検知しているとき、前記制御装置（１００）は、前記
走行操作部材（１７）を後進側に操作しても前記油圧式無段変速装置（２３）から動力を
出力させない構成とすることを特徴とする請求項５に記載の作業車両である。
【００１４】
　請求項７記載の発明は、前記作業装置（４）を昇降させるとき、前記制御装置（１００
）は、前記電磁バルブ（８３）の開度を変更する電流値を時間経過に伴って上昇させて、
前記作業装置（４）の昇降速度を制御する構成とすることを特徴とする請求項１から６の
いずれか１項に記載の作業車両である。
【００１５】
　請求項８記載の発明は、前記作業装置（４）の下部に接地部材（５５）を設け、該接地
部材（５５）の上下方向の角度を検知する傾斜角検知部材（９０）を設け、該傾斜角検知
部材（９０）が検知する前記接地部材（５５）の角度が所定角度より上向きの角度である
とき、前記制御装置（１００）は、前記電磁バルブ（８３）の開度を大きく変更する構成
とすることを特徴とする請求項７に記載の作業車両である。
【発明の効果】
【００１６】
　請求項１に記載の発明によれば、昇降リンク装置（３）が所定高さまで移動すると電磁
バルブ（８３）から昇降油圧シリンダ（４６）への送油量が減少することにより、昇降リ
ンク装置（３）を停止する前作業装置（４）の上昇速度を減速させることができるので、
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作業装置（４）に停止時の衝撃や振動が加わることが防止され、耐久性が向上する。
【００１７】
　請求項２に記載の発明によれば、請求項１に記載の発明の効果に加えて、エンジン（２
０）の回転数は、走行操作部材（１７）の操作に連動してエンジン（２０）の回転数を増
減させる自動アクセル機構（Ｅ）よりも、回転数切替部材（９３）の操作で優先して変更
されることにより、湿田や深田等の高トルクが必要な場所で低速走行する際にエンジン回
転数が不足することを防止できるので、作業能率が向上する。
【００１８】
　請求項３に記載の発明によれば、請求項２に記載の発明の効果に加えて、回転数切替部
材（９３）を高回転側に操作しているときは、エンジン（２０）の回転数を高くすること
により、湿田や深田で作業をする際に常時高トルクを発生させ続けることができるので、
圃場の泥土によって走行車体が移動できなくなることが防止され、作業能率が向上する。
　また、走行操作部材（１７）を最高速位置まで操作したときは、回転数切替部材（９３
）の操作位置に関係なくエンジン（２０）の回転数を自動アクセル機構（Ｅ）に基づく回
転数にすることにより、走行車体（２）の走行速度が速くなり過ぎることが防止され、安
定した走行や圃場内での作業が可能になる。
【００１９】
　請求項４に記載の発明によれば、請求項１から３のいずれか１項に記載の発明の効果に
加えて、操作検知部材（９５）が前進操作または後進操作を検知した状態でありながら、
速度検知部材（９６）が走行停止状態を検知しているときは、電磁バルブ（８３）から昇
降油圧シリンダ（４６）への送油量を減少させると共に、油圧式無段変速装置（２３）へ
の送油量を増加させることにより、油圧式無段変速装置（２３）の作動油不足により走行
車体（２）が走行できなくなることを防止できるので、作業能率が向上する。
【００２０】
　請求項５に記載の発明によれば、請求項１から３のいずれか１項に記載の発明の効果に
加えて、接地部材（５５）が接地しているときに作業装置（４）が上昇すると、電磁バル
ブ（８３）から昇降油圧シリンダ（４６）への送油量を増やすことにより、作業装置（４
）の上昇速度を早くすることができ、作業装置（４）の下部の接地部材（５５）が圃場面
から早く退避することができるので、泥土の付着が防止される。
【００２１】
　請求項６に記載の発明によれば、請求項５に記載の発明の効果に加えて、接地部材（５
５）が接地しているとき、走行操作部材（１７）を後進側に操作しても油圧式無段変速装
置（２３）から動力を出力させないことにより、接地部材（５５）が接地したまま後進走
行することを防止できるので、接地部材（５５）に圃場の泥土が乗り上げ、この泥土が接
地部材（５５）の機能を阻害することが防止され、作業能率が向上する。
【００２２】
　請求項７に記載の発明によれば、請求項１から３のいずれか１項に記載の発明の効果に
加えて、作業装置（４）を昇降させるとき、電磁バルブ（８３）の開度を変更する電流値
を時間経過に伴って上昇させることにより、電磁バルブ（８３）が急激に作動することを
防止できるので、電磁バルブ（８３）の急作動による異音の発生や、作業装置（４）の昇
降による走行車体（２）の振動が防止される。
【００２３】
　請求項８に記載の発明によれば、請求項７に記載の発明の効果に加えて、傾斜角検知部
材９０が検知する接地部材（５５）の回動角度が所定角度より上向きの角度であるときは
、電磁バルブ（８３）の開度を大きくすることにより、作業装置（４）の上昇速度を速く
することができるので、作業装置（４）の上方への退避が早くなり、接地部材（５５）が
圃場を荒らすことが防止される。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施例の乗用型苗移植機の側面図である。
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【図２】図１の乗用型苗移植機の平面図である。
【図３】図１の乗用型苗移植機の作動部材の油圧回路図の一例である。
【図４】図１の乗用型苗移植機の制御ブロック図である。
【図５】図１の乗用型苗移植機の作動部材の油圧回路図の一例である。
【図６】図１の乗用型苗移植機の自動アクセル機構の作動中において、エンジン回転数切
替ダイヤルを操作する場合のエンジン回転数とＨＳＴレバーの操作量との関係を示す図で
ある。
【図７】図１の乗用型苗移植機のホイルキャップの平面図（図７（Ａ））と前輪へホイル
キャップを取り付けた場合の車輪側面図（図７（Ｂ））である。
【図８】図７に示す前輪を装着した車両の模式的平面図であり、図８（Ａ）には右旋回し
ている場合を示し、図８（Ｂ）には直進している場合を示す。
【図９】図１の乗用型苗移植機のフロートと苗植付装置の部分平面図（図９（Ａ））と側
面図（図９（Ｂ））である。
【図１０】図１の乗用型苗移植機のフロートの平面図（図１０（Ａ））とフロートが前上
がりとなる傾斜地を走行中の乗用型苗移植機のフロート側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図面に基づき、本発明の好ましい実施の形態について説明する。
　図１及び図２は作業車両の一実施例である乗用型苗移植機の側面図及び平面図である。
この乗用型苗移植機１は、走行車体２の後側に昇降リンク装置３を介して作業装置である
苗植付部４が昇降可能に装着されている。以下、苗植付部４に代表され、播種装置等を含
む装置を作業装置ということがある。
【００２６】
　この乗用型苗移植機１は、駆動輪である左右一対の前輪１０，１０及び左右一対の後輪
１１，１１を備えた四輪駆動車両であって、機体の前部にミッションケース１２が配置さ
れ、そのミッションケース１２の左右側方に前輪ファイナルケース１３，１３が設けられ
、該左右前輪ファイナルケース１３，１３の操向方向を変更可能な各々の前輪支持部から
外向きに突出する左右前輪車軸（図示せず）に左右前輪１０，１０が各々取り付けられて
いる。
【００２７】
　また、走行車体２の後側に昇降リンク装置３を介して苗植付部４が昇降可能に装着され
、走行車体２の後部上側に施肥装置５の本体部分が設けられている。
　さらに、ミッションケース１２の背面部にメインフレーム１５の前端部が固着されてお
り、そのメインフレーム１５の後端左右中央部に前後水平に設けた後輪ローリング軸（図
示せず）を支点にして後輪伝動ケース１８，１８がローリング自在に支持され、その後輪
伝動ケース１８，１８から外向きに突出する後輪車軸（図示せず）に後輪１１，１１が取
り付けられている。
【００２８】
　エンジン２０はメインフレーム１５の上に搭載されており、該エンジン２０の回転動力
が、静油圧式無段変速装置（ＨＳＴ）２３などを介してミッションケース１２に伝達され
る。ミッションケース１２に伝達された回転動力は、該ミッションケース１２内の主変速
装置及び副変速装置により変速された後、走行動力と外部取り出し軸に分離して取り出さ
れる。
【００２９】
　エンジン２０からＨＳＴ２３を介して伝達される走行動力は、一部が前輪ファイナルケ
ース１３，１３を経て前輪１０，１０を駆動すると共に、残りが後輪伝動ケース１８，１
８を経て後輪１１，１１を駆動する。また、外部取出動力は、走行車体２の後部に設けた
植付クラッチケース２５に伝達され、それから植付伝動軸２６によって苗植付部４へ伝動
される。
【００３０】
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　エンジン２０の上部には操縦席３１が設置された操縦部３３があり、該操縦部３３には
ＨＳＴ２３を操作して走行車体２の前後進、停止及び走行速度を変速する走行操作レバー
（ＨＳＴ操作レバー）１７と走行車体２の走行速度をチェンジにより複数段に変速するた
めの副変速レバー１６が配置されている。ＨＳＴ操作レバー１７の操作量を検知するポテ
ンショメータからなる操作検知部材９５の検知結果に応じて制御装置１００が油圧式無段
変速装置（ＨＳＴ）２３の出力を変更することができる。
【００３１】
　また、フロアステップ３５上には走行クラッチペダル９１を備え、該走行クラッチペダ
ル９１を踏み込み操作してサイドクラッチ（図示省略）を連結状態にし、その後で走行操
作レバー１７の前進側又は後進側への操作を行うことによって、車体２を移動させること
ができる。
【００３２】
　操縦席３１の前方には各種操作機構を内蔵するフロントカバー３２があり、その上方に
前輪１０，１０を操向操作するハンドル３４が設けられている。フロントカバー３２の下
端左右両側は水平状のフロアステップ３５になっている。フロアステップ３５は多数の穴
が設けられており（図２参照）、該ステップ３５を歩く作業者の靴についた泥が圃場に落
下するようになっている。フロアステップ３５上の後部は、後輪フェンダを兼ねるリアス
テップ３６となっている。
【００３３】
　また、走行車体２の前部左右両側には、補給用の苗を載せておく予備苗枠３８（予備苗
載せ台３８ａ，３８ｂ，３８ｃを設けても良い。予備苗枠３８は機体に支持された支持枠
体４９に第３予備苗載台３８ｃと第２、第３移動リンク部材３９ｂ，３９ｃを取り付け、
第２、第３移動リンク部材３９ｂ，３９ｃで第２予備苗載台３８ｂを支持し、さらに第１
、第２移動リンク部材３９ａ，３９ｂと第２予備苗載台３８ｂで第１予備苗載台３８ａを
支持している。第１、第２、第３移動リンク部材３９ａ，３９ｂ，３９ｃは支持枠体４９
に取り付けられた第２移動リンク部材３９ｂの回動中心軸に設けられた図示しないモータ
からなる回動機構（切替駆動装置）７０で回動して、第１予備苗載台３８ａ、第２予備苗
載台３８ｂ、第３予備苗載台３８ｃを前後ほぼ同一平面状に展開する展開状態と上下に段
状に配置される積層状態に変更することができる。
【００３４】
　また、苗植付部４の昇降リンク装置３は平行リンク構成であって、１本の上リンク４０
と左右一対の下リンク４１，４１を備えている。これらリンク４０，４１，４１は、その
基部側がメインフレーム１５の後端部に立設した背面視門形のリンクベースフレーム４２
に回動自在に取り付けられ、その端部側に縦リンク４３が連結されている。
【００３５】
　そして、前記リンクベースフレーム４２の下方に走行車体側の第１ローリング回動軸４
４を設け、前記縦リンク４３に苗植付部側の第２ローリング回動軸４４ｂを設け、該第１
及び第２ローリング回動軸４４、４４ｂを連結軸４４ｃで連結し、該連結軸４４ｃを回転
自在に挿入する第２ローリング軸４４ｂを中心として苗植付部４をローリング自在に装着
している。
【００３６】
　メインフレーム１５に固着した支持部材と上リンク４０に一体形成したスイングアーム
（図示せず）の先端部との間に昇降用油圧シリンダ４６が設けられており、該シリンダ４
６を油圧で伸縮させることにより、上リンク４０が上下に回動し、苗植付部４がほぼ一定
姿勢のまま昇降する。
【００３７】
　また、苗載せ台５１は苗植付部４の全体を支持する左右方向と上下方向に幅一杯の矩形
の支持枠体６５ｂと支持ローラ６５ａからなる枠体構造物６５をレール状にして左右方向
にスライドする構成である。
【００３８】
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　苗植付部４は６条植の構成で、フレームを兼ねる伝動ケース５０、マット苗を載せて左
右往復動し苗を一株分ずつ各条の苗取出口５１ａ，…に供給するとともに横一列分の苗を
全て苗取出口５１ａ，…に供給すると苗送りベルト５１ｂ，…により苗を下方に移送する
苗載台５１、苗取出口５１ａ，…に供給された苗を圃場に植え付ける苗植付爪５２ａを備
えた苗植付装置５２，…、次工程における機体の進路を表土面に線引きする左右一対の線
引きマーカ１８４等を備えている。
【００３９】
　なお、機体の前部左右両側には、隣接条に植え付けられた苗の上方に位置し続け、作業
者が機体を走行させる目安とする左右一対のサイドマーカ１１５，１１５を備えている。
前記線引きマーカ１８４，１８４は圃場面を削って直進走行の目安となる線を形成するも
のであるが、土質が柔らかいと、溝が時間の経過によって自然に埋まったり、線引きマー
カ１８４，１８４が巻き上げた泥で溝が見えなくなったりすることがある。このときは、
サイドマーカ１１５，１１５と既に植えた隣接条の苗を合わせながら走行すると、隣接条
の苗の植え付けにあわせた苗の植え付けが可能となるので、苗の植え付け方向が乱れるこ
とがなく、植付精度が向上する。
【００４０】
　また、苗植付部４の下部には中央にセンターフロート５５、その左右両側にサイドフロ
ート５６，５６がそれぞれ設けられている。
　これらフロート５５，５６，５６を、圃場の泥面に接地させた状態で機体を進行させる
と、フロート５５，５６，５６が泥面を整地しつつ滑走し、その整地跡に苗植付装置５２
，…により苗が植え付けられる。各フロート５５，５６，５６は圃場表土面の凹凸に応じ
て前端側が上下動するように回動自在に取り付けられており、植付作業時にはセンターフ
ロート５５の上下動がセンターフロート５５の前部に設けられたフロート傾斜角センサ９
０により検出され、その検出結果に応じ前記昇降用油圧シリンダ４６を制御する電子油圧
バルブ８３（図３，図５）を切り替えて苗植付部４を昇降させることにより、苗の植付深
さを常に一定に維持する。
【００４１】
　ここで、苗植付部４を作動油により昇降させる昇降シリンダ４６などと昇降リンク装置
３を昇降機構Ｒということがある。
　苗植付部４には整地装置の一例であるロータ２７（２７ａ，２７ｂ）が取り付けられて
いる。整地ロータ２７ａ，２７ｂの後ろ上方には、ロータカバー２８を設け、フロート５
５，５６上に泥がかからないようにしている。
【００４２】
　施肥装置５は、肥料ホッパ６０に貯留されている粒状の肥料を繰出部６１，…によって
一定量ずつ繰り出し、その肥料を施肥ホース６２，…でフロート５５，５６，５６の左右
両側に取り付けた施肥ガイド（図示せず），…まで導き、施肥ガイド，…の前側に設けた
作溝体６４（図１），…によって苗植付条の側部近傍に形成される施肥溝内に落とし込む
ようになっている。ブロア用電動モータ５３で駆動するブロア５８で発生させたエアが左
右方向に長いエアチャンバ５９を経由して施肥ホース６２に吹き込まれ、施肥ホース６２
内の肥料を風圧で強制的に搬送するようになっている。
【００４３】
　操縦席３１の前方下部に設けられた副変速レバー１６はレバーガイド（図示せず）に沿
って回動操作することにより、図示しない副変速装置が「路上走行速」、「中立」、「植
付速」のいずれかに手動で切り換わるように構成されている。そして、副変速レバー１６
の基部側に設けた副変速レバーセンサ（レバー１６の操作角度を検出するポテンショメー
タなど）（図示せず）によって副変速レバー１６の操作位置を検出することができる。
【００４４】
　図３，図５には本実施例の油圧回路Ｙ，Ｚ構成を示し、また図４に本実施例の制御ブロ
ック図を示す。
　作動油を貯留するオイルタンクであるミッションケース１２には、エンジン２０の作動
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に伴いトルクジェネレータ８２、昇降油圧シリンダ４６を伸縮させて作業装置（苗植付部
）４を上昇させる電子油圧バルブ８３、油圧式無段変速装置（ＨＳＴ）２３及び昇降シリ
ンダ４６へそれぞれ作動油を送油する油路と該油路に送油するためのメインポンプ８６が
設けられている。
【００４５】
　そして本実施例ではオイルタンク１２からトルクジェネレータ８２などが配置される油
圧回路Ｙ，Ｚに送油する油路の最上流部にアシスト切替弁８４を配置していることに特徴
があり、前記油路のオイルタンク１２側からトルクジェネレータ８２に向けて順にフィル
タ７３、メインポンプ８６及びアシスト切替弁８４が配置されている。
【００４６】
　図５に示すように、トルクジェネレータ８２とアシスト切替弁８４の間にある油圧回路
Ｚの油路に蓄圧装置（アキュムレータ）８５を設けた構成としても良い。このように、ト
ルクジェネレータ８２とアシスト切替弁８４の間にある油圧回路Ｚに蓄圧装置８５を設け
ると、トルクジェネレータ８２の圧力が急激に変化することを防止できるので、ハンドル
３４が保持されて自動直進できる状態が維持されると共に、トルクジェネレータ８２が油
圧で破損することが防止される。
【００４７】
　本実施例では作動油を貯留するオイルタンク１２からエンジン２０の作動に伴い各種駆
動部の油圧回路Ｙ，Ｚにオイルタンク１２から送油するメインポンプ８６を備えており、
また、ハンドル３４の操舵力を作動油によりアシストするトルクジェネレータ（パワステ
）８２と、ハンドル３４の操作角度を検知する操舵ポテンショメータ２４を備えており、
さらにトルクジェネレータ８２への送油を切り替えるアシスト切替弁８４と所定時間（例
：１５～３０秒）または所定距離（例：１０～２０ｍ）内に検知された操舵ポテンショメ
ータ２４の最大検知角度が設定値未満（例：１０度未満）であるときは、トルクジェネレ
ータ８２への送油を遮断する側にアシスト切替弁８４を作動させるタイマー機能８８を備
えた制御装置（１００）を備えている。
【００４８】
　従って、前記所定時間または所定距離に亘って操舵ポテンショメータ２４の最大検知角
度が設定値未満であるときは、トルクジェネレータ８２へのオイルタンク１２からの送油
が遮断されるので、ハンドル３４を操作しなくても直進走行できる場所であると判断する
ことができ、前輪１０に土壌からの抵抗力がかかった際に走行車体２が左右方向に移動す
ることが防止できる。
【００４９】
　また、作業者がハンドル３４を操作しなくても、走行車体２が直進走行できることによ
り、作業者は他の操作に集中することができるので、作業能率や作業精度が従来より向上
する。
【００５０】
　また、アシスト切替弁８４の作動後に操舵ポテンショメータ２４が所定値以上（例：１
０度以上）の操作角度を検知すると、タイマー機能８８により制御装置１００はトルクジ
ェネレータ８２に送油する側にアシスト切替弁８４を作動させることにより、自動直進で
は対応できない場所、即ちハンドル３４の操作が必要な場所であると判断することができ
るので、作業者は軽い力で走行車体２の進行方向を修正することが可能となり、作業者の
労力が抑えられる。また、走行車体２の進行方向が乱れることを防止できるので、作業精
度が従来技術より向上する。
【００５１】
　さらに、タイマー機能８８により、アシスト切替弁８４がオイルタンク１２からの送油
を遮断する側に切り替わってから所定時間（例：５～１０分）経過すると、制御装置１０
０はトルクジェネレータ８２にオイルタンク１２から送油する側にアシスト切替弁８４を
作動させる構成とすることができる。
【００５２】
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　また、アシスト切替弁８４の切替後、所定時間（例：１５～３０秒）または所定距離（
例：１０～２０ｍ）を走行中の操舵ポテンショメータ２４の最大検知角度が設定値未満（
例：１０度未満）であるときは、制御装置１００はトルクジェネレータ８２へのオイルタ
ンク１２からの送油を遮断する側にアシスト切替弁８４を作動させる構成とすることがで
きる。
【００５３】
　トルクジェネレータ８２にオイルタンク１２から作動油の供給を定期的に行うことによ
り、遮断されたトルクジェネレータ８２内の作動油がリークして圧力が低下し、土壌の抵
抗で前輪１０が左右方向に移動することを防止できるので、継続した直進走行が可能とな
り、作業能率や作業精度が従来技術より向上する。
【００５４】
　また、アシスト切替弁８４の作動調整により内圧が高い状態が維持され、トルクジェネ
レータ８２が圧力により破損したり、シール性能が低下することを防止できるので、トル
クジェネレータ８２の耐久性が従来より向上する。
【００５５】
　また、ＨＳＴレバー１７の操作量を操作検知部材９５で検知し、操作検知部材９５によ
るＨＳＴレバー１７の操作量の検知結果に応じて油圧式無段変速装置（ＨＳＴ）２３の出
力を変更し、また、ＨＳＴレバー１７の後進操作に連動して苗植付部４を上昇させる自動
昇降機構（バックリフト機構）Ｃを作動させ、またフロート傾斜角センサ９０がフロート
５５の傾斜角を検知している間、すなわちフロート５５が接地している間は、ＨＳＴレバ
ー１７が後進側に操作されていても油圧式無段変速装置２３を出力させない制御構成を有
する制御装置１００を備えている。
　このため、フロート５５が圃場に接地している間は、走行車体２が後進側に走行しない
ので、苗植付部４の構成部材が圃場の泥土内に進入することを防止できるので、泥土が苗
植付部４の作動を阻害することが防止され、作業能率が従来技術より向上する。
【００５６】
　また、フロート傾斜角センサ９０がフロート５５の接地を検知している間は、ＨＳＴレ
バー１７が後進側に操作されていてもＨＳＴ（油圧式無段変速装置）２３を後進側に出力
させない制御構成が制御装置１００に備わっているので、走行車体２が後進することによ
る以下の不具合を防止できる。施肥ホース６２の出口に設ける、圃場に溝を形成する作溝
器６４に泥土が付着すると圃場面に溝を形成することができず、圃場に肥料が浸透しにく
くなり、肥料が流失しやすくなる。また、施肥ホース６２の出口に泥土が詰まり、肥料が
圃場に供給されなくなることもある。
【００５７】
　走行車体２には走行速度を検知する速度センサとして後輪回転センサ９６を備えている
が、該後輪回転センサ９６の代わりにＧＰＳ（図示せず）で走行車体２の走行速度を検知
してもよい。
【００５８】
　そして、ＨＳＴレバー１７で前後進操作された状態で、且つ前記昇降機構（昇降リンク
装置３や昇降シリンダ４６などからなる）Ｒを昇降作動させたときに、後輪回転センサ９
６又はＧＰＳで走行車体２が走行していないことを検知すると、油圧式無段変速装置（Ｈ
ＳＴ）２３の作動油の供給不足（チャージ不足）が発生していると判断して、制御装置１
００は苗植付部４を昇降させる油圧回路の電磁バルブ８３の開度を絞って昇降機構Ｒへの
作動油の送油量を減少させ、ＨＳＴ２３への作動油の送油量を増加させる制御構成を備え
ている。
【００５９】
　そのため、ＨＳＴ２３への作動油不足による走行車体２の走行の停止や昇降機構Ｒの停
止が防止され、作業能率が従来技術より向上する。
　フロート傾斜角センサ９０がフロート５５、５６の圃場への接地を検知しているときに
、自動昇降機構Ｃが作動すると、制御装置１００は、苗植付部４の昇降機構Ｒを作動させ
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る油圧バルブ８３の開度を広げて昇降機構Ｒへの作動油の送油量を増加させる制御構成を
制御装置１００に設けている。
【００６０】
　そのため、苗植付部４の昇降機構Ｒが作動した時にフロート５５が接地しているときは
、苗植付部４の昇降機構Ｒの作動用の油圧バルブ８３の開度を広げることにより、作動油
の排出量を増やすことができるので、昇降機構Ｒの作動が早くなり、苗植付部４の下部が
圃場面から早く退避し、泥土の付着が防止される。
【００６１】
　苗植付部４の昇降機構Ｒを構成する昇降リンク装置３の昇降位置を検知する昇降位置検
知部材（リンクセンサ）９２を設け、該リンクセンサ９２が、所定位置（最大付近）まで
昇降リンク装置３が上昇したことを検知すると、苗植付部４の昇降機構Ｒの作動用の油圧
バルブ８３の開度を絞る制御構成を制御装置１００に設けた。
【００６２】
　そのため、苗植付部４の昇降リンク装置３が所定高さまで移動すると、電磁バルブ８３
の開度が絞られることにより、昇降リンク装置３が停止する前に減速させることができる
ので、苗植付部４の昇降途中での停止時の衝撃や振動が防止され、耐久性が従来技術より
向上する。
【００６３】
　本実施例では、制御装置１００は苗植付部４の昇降用の油圧バルブ８３の開度を電気的
に（電流量で）制御して苗植付部４の昇降速度を制御する制御構成と、タイマー機能８８
により所定時間（例：１００ミリ秒）ごとに段階的（例：１Ａになるまで、０．１Ａずつ
）に苗植付部４の昇降速度制御用の電流値を上昇させながら苗植付部４の昇降信号を出力
する昇降速度制御構成を備えている。
【００６４】
　制御装置１００から苗植付部４の昇降信号が発信された際、タイマー機能８８により苗
植付部４の昇降速度を制御する制御構成により苗植付部４の昇降速度制御用の電流値を所
定時間ごとに段階的に上昇させることにより、電磁バルブ８３が急激に作動することを防
止できるので、前記電磁バルブ８３の急作動による異音の発生や、昇降機構Ｒの急激な動
作による苗植付部４の重心位置の変動による走行車体２の振動が防止される。
【００６５】
　フロート傾斜角センサ９０はフロート５５の水平に対する接地角度から接地状態を検知
する。すなわちフロート５５がある程度の傾斜角で傾けば、フロート５５が接地していな
いということが分かる。
【００６６】
　フロート傾斜角センサ９０によりフロート５５の接地角度が水平に近い角度である（接
地状態にある）ことが分かると、制御装置１００は、タイマー機能８８により所定時間ご
とに段階的に苗植付部４の昇降速度制御用の電流値を上昇させると共にフロート５５の接
地角度が所定値（例、作業条件にもよるが２～５度程度）より大きくなると、前記電流値
を最大値まで上昇させる苗植付部４の昇降信号の出力制御を行う制御構成を備えている。
【００６７】
　フロート傾斜角センサ９０が検知するフロート５５の水平に対する接地角度がマイナス
角度であるときは、フロート５５が実質的に圃場に接地していると判断され、タイマー機
能８８により苗植付部４の昇降速度制御用の電流値の上昇を所定時間ごとに段階的に上昇
させることにより、昇降機構作動用の油圧バルブ８３が急激に作動することを防止できる
ので、前記電磁バルブ８３の急作動による異音の発生や、昇降機構Ｒの急激な動作による
苗植付部４の重心位置の変動による走行車体２の振動が防止される。
【００６８】
　フロート５５の接地角度が大きくなると、苗植付部４の昇降用の電流値を最大まで上昇
させることにより、苗植付部４の上昇速度が速くなり、苗植付部４の上方退避が速くなる
ので、フロート５５などが圃場を荒らすことが防止できる。
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【００６９】
　なお、本実施例の苗移植機には、ＨＳＴレバー１７を操作すると走行車体２の駆動用に
設けられるエンジン２０の回転数を連動して増減させる自動アクセル（オートアクセル）
機構Ｅを備えている。
【００７０】
　自動アクセル（オートアクセル）機構Ｅとは、例えばオートアクセルスイッチ７２をオ
ンにすると、苗植付部（作業装置）４の昇降操作に連動して、エンジン回転数を制御する
機構であり、苗植付部４の上げ操作で規定回転数までエンジン回転を低下させ、苗植付部
４の下げ操作で低下させているエンジン回転を元の回転数に復帰させる機能を有する機構
である。
【００７１】
　そこで、ＨＳＴレバー１７を操作して、オートアクセルスイッチをオンにすると、走行
車体２の駆動用に設けられるエンジン２０の回転数を連動して増減させる自動アクセル機
構Ｅを設けた場合に、自動アクセル機構Ｅが作動中であっても、ＨＳＴレバー操作位置検
知部材９５が走行中立位置（アイドリング状態）、または低速走行段階を検知していると
きのエンジン２０の回転数を手動で変更できる回転数切替ダイヤル９３を設けた。
【００７２】
　走行中立位置又は低速走行段階のエンジン回転数を回転数切替ダイヤル９３で上昇でき
ることにより、自動アクセル機構Ｅが作動中であっても湿田や深田等の高トルクが必要な
場所で低速走行する際にエンジン回転数が不足することを防止でき、作業者がエンジン回
転数を別途変更する操作を行うことなく走行車体２を走行させることができるので、作業
能率が従来技術より向上する。
【００７３】
　また、例えば、苗の補充作業のために苗植付部４を昇降させるとき等は、ＨＳＴレバー
操作検知部材９５が走行中立位置（アイドリング状態）、または低速走行段階を検知して
いるときにエンジン回転数切替ダイヤル９３により作業者がエンジン２０の回転数を上げ
ることができるので、昇降用油圧シリンダ４６への作動油の供給速度が速くなり、苗植付
部４の苗の補充位置や植付作業位置への移動に要する時間が短縮されるため、作業能率が
従来技術より向上する（図６（Ａ）参照）。
【００７４】
　なお、苗の補充時は苗植付部を上昇させ、植付作業時は下降させる。低速走行中にこの
操作を行うのは、補充を行う圃場端に近付いているとき、または補充後に離れるとき等で
ある。
【００７５】
　自動アクセル機構Ｅが作動中であってもエンジン２０の回転数を変更する回転数切替ダ
イヤル９３を高回転数側に操作すると、ＨＳＴレバー１７を操作したときに変動されるエ
ンジン２０の回転数が、回転数切替ダイヤル９３を高回転数側以外に操作したときのエン
ジン２０の回転数よりも高くなる制御構成と、ＨＳＴレバー１７を最高速位置（図６の横
軸の「８」）まで操作したときは、回転数切替ダイヤル９３の操作位置に関係なくエンジ
ン２０の回転数を最高回転にする制御構成を制御装置１００に設けた。
【００７６】
　エンジン回転数切替ダイヤル９３を高回転側に操作しているときは、エンジン２０の回
転数を高くすることにより、湿田や深田で作業をする際に常時高トルクを発生させ続ける
ことができるので、圃場の泥土によって走行車体が移動できなくなることが防止され、作
業能率が向上する。
【００７７】
　また、ＨＳＴレバー１７を最高速位置まで操作したときは、エンジン回転数切替ダイヤ
ル９３の操作位置に関係なくエンジン２０の回転数を最高回転にすることにより、走行車
体２には過度の高トルクが発生せず、また走行速度が速くなり過ぎることがなく、安定し
た走行や圃場内での作業が可能になる。
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【００７８】
　図６には前記自動アクセル機構Ｅの作動中において、エンジン回転数切替ダイヤル９３
を操作する場合の具体例を示す。図６の縦軸はエンジン回転数（ｒｐｍ）であり、横軸は
ＨＳＴレバー１７の操作量を、中立位置をゼロとして８段階で変化可能であることを示し
、操作量が大きいほど大きな数字で表している。また、図６の点線は、基本のエンジン回
転数を示し、破線はエンジン回転数切替ダイヤル９３によるエンジン回転数を示す。
【００７９】
　図６（Ａ）～図６（Ｆ）にはＨＳＴレバー操作検知部材９５が走行中立位置（アイドリ
ング状態）、または低速走行段階を検知しているときに回転数切替ダイヤル９３により作
業者がエンジン２０の回転数を増減させる各種パターンを示す。
【００８０】
　たとえば図６（Ａ）には，ＨＳＴレバー操作検知部材９５が走行中立位置（アイドリン
グ状態）、または低速走行段階を検知しているときにエンジン回転数切替ダイヤル９３に
より作業者がエンジン２０の回転数を走行開始時の所定の変速段数の間で基本回転数より
上げることができることを示し、作業能率が従来技術より向上する。
【００８１】
　図６（Ｂ）は、深田や土壌の粘度が高い圃場等、走行開始から非常に強いトルクを発揮
させる必要がある場合に用いる制御であり、アイドリング開始時からエンジン２０の基本
回転数よりエンジン回転数を比較的大きくしておき、ＨＳＴレバー１７の操作量が大きく
なると共に徐々にエンジン回転数を基本回転数に収れんさせる方法であり、圃場の泥土に
足を取られて停止状態から発進できなくなることや、スリップ等により走行車体２の移動
速度が不安定になり、苗の植付間隔が乱れて植付精度が低下することによる作業能率の低
下を防止する効果がある。
【００８２】
　また、中立時もエンジン回転数が高く維持されるので、停止時の苗植付部４の昇降時に
十分な作動油の移動が行え、苗植付部４の昇降操作を素早く行えるので、作業能率が向上
する。
【００８３】
　図６（Ｃ）には走行開始時に苗移植機が圃場のぬかるみにより走行開始が出来なくなる
のを防ぐために、走行開始時に回転数切替ダイヤル９３によりエンジン２０の回転数を基
本回転数より急激に大きくする場合を示す。走行開始後にエンジン２０の回転数が大幅に
上昇することにより、圃場の土質や深さの抵抗に負けることなく能率的な走行が行えると
共に、植付作業開始と共に苗植付部４の昇降や油圧式無段変速装置（ＨＳＴ）２３、及び
パワーステアリング機構等の作動に必要な作動油を電磁バルブ８３から出し入れすること
ができるので、油圧不足による動作の遅れ、あるいは動作の停止が防止される。
【００８４】
　図６（Ｄ）にはフルスロットルになるＨＳＴレバー１７の変速段の変化の様子を示す。
　走行開始からエンジン回転数を基本回転数より大きく上げて、さらに、それでもエンジ
ン回転数が不足する場合は、破線で示すように回転数切替ダイヤル９３によりエンジン２
０の回転数を上げる。この操作では、泥土の粘度が高い圃場や深い圃場であっても、高速
域で十分な走行トルクを確保することができるので、高速で植付走行する際にトルク不足
で走行速度が低下してしまうことが防止され、作業能率の向上が図られる。
【００８５】
　図６（Ｅ）には図６（Ｄ）に示す場合よりさらに高出力にした場合の例を示す。通常時
はＨＳＴレバー１７の操作段階にほぼ比例してエンジン２０の回転数が増加することによ
り、燃料消費が抑えられ、回転上昇制御時は、低速でも高速でも十分な走行トルクの確保
が可能となり、走行性能が向上する。
【００８６】
　図７のホイルキャップ９８の平面図（図７（Ａ））と前輪に装着したホイルキャップ９
８とタイヤ９９の平面図（図７（Ｂ））示すようにホイルキャップ９８の前輪１０との接
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触部分に半円形の切欠を設けた。
【００８７】
　図８は図７に示す前輪を装着した車両の模式的平面図であるが、図８（Ａ）には右旋回
している場合を示し、図８（Ｂ）には直進している場合を示す。直進走行時には前記ホイ
ルキャップ９８の前輪１０との接触部分に設けた半円形の切欠が小さいので，この部分に
付着した泥が隣接する植付条に落ちることはない。旋回時にはホイルキャップ９８の全面
で付着した泥を図８の矢印Ｔ方向に前輪１０の外側に押し出すため、泥の抵抗が大きいが
、切欠を設けることにより抵抗を軽減できる。
【００８８】
　また前輪１０の洗浄時には、ホイルキャップ９８の半円形の切欠部から前輪１０の内側
に入り込んだ泥は容易に水で洗い流すことができる。
　図９にフロート５５、５６と苗植付装置５２の部分平面図（図９（Ａ））と側面図（図
９（Ｂ））を示す。
【００８９】
　苗植付装置５２の苗植付爪５２ａに挟持された苗を圃場に植え付ける際に苗植付爪５２
ａに沿って苗を押し出し、この動作に伴って圃場面に苗が植え付けられるが、苗が植え付
けられた直後に、その領域の近傍の圃場面をフロート５５、５６が整地することになり、
該整地動作で苗を植え付けた圃場面が影響を受け、場合によっては、せっかく植え付けた
苗の植え付け状態に悪影響を及ぼすおそれがある。
【００９０】
　そこで、図９（Ａ）に示すように、フロート５５、５６の後半部分（苗植付装置５２の
回動中心より後ろ側の側部を切り欠くことで圃場に植え付けた苗に悪影響を及ぼさないよ
うにすることができる。
【００９１】
　また、図１０（Ａ）の平面図に示すように、苗植付爪５２ａの先端部が最も前側に移動
する位置から後ろ側にかけてフロート５５、５６の側面に切欠部（角切除部）を設け、フ
ロート５５、５６の後端部分を徐々に細くすることで、矢印Ｓに示すように泥が回り込む
ことができ、フロート５５、５６による整地跡が圃場面に付き難くすることができる。特
に（図１０（Ｂ））に示すように、フロート５５、５６が前上がりとなる傾斜地では、フ
ロート５５、５６の後端部分を徐々に細くすることで、泥が回り込む効果が大きくなる。
【００９２】
　また、覆土板７１は、苗植付爪５２ａによる苗植付位置より前側のフロート５５、５６
の両側面に取り付けられるので、フロート５５、５６の後半部分の切欠部分に流れ込もう
とする泥を覆土板７１ですくい取りながら戻す効果がある。このとき覆土板７１の後端部
側面の曲げ部の形状がフロート側面の切欠部分の曲げ部の形状と左右対称にすることで覆
土板７１の後端部とフロート５５，５６の側面との間に隙間が生じにくくなるので、覆土
板７１による覆土性能が向上する。
【符号の説明】
【００９３】
　　２　走行車体
　　３　昇降リンク装置
　　４　苗植付部（作業装置）
　　１０　前輪
　　１７　走行操作（ＨＳＴ）レバー
　　２０　エンジン
　　２３　静油圧式無段変速装置（ＨＳＴ）
　　４６　昇降用油圧シリンダ
　　５５　センターフロート（接地部材）
　　８３　電子油圧バルブ（電磁バルブ）
　　９０　フロート傾斜角センサ（傾斜角検知部材）
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　　９２　昇降位置検知用リンクセンサ（昇降位置検知部材）
　　９３　エンジン回転数切替ダイヤル（回転数切替部材）
　　９５　ＨＳＴレバー検知部材（操作検知部材）
　　９６　後輪回転センサ（速度検知部材）
　　１００　制御装置
　　Ｃ　自動昇降機構
　　Ｅ　自動アクセル機構
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